
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

　「法の日」（毎年10月１日）は、法を尊重し、法によって基本的人権を擁護し、社会秩
序を確立する精神の高揚を図ることを目的として昭和35年に制定されました。
　以来これに基づいて裁判所、法務省、検察庁および日本弁護士連合会では10月１日から
の１週間を「法の日」週間として、「法の日」の趣旨の徹底を図るため、毎年全国各地で
講演会など各種の行事を実施してきました。今年もその一環として全国各地で模擬裁判や
模擬評議体験など「裁判員制度」に関する様々な催しを行う予定です。
●各地の催しについて　裁判所ウェブサイト　http://www.courts.go.jp/
●裁判員制度について　裁判員制度ウェブサイト　http://www.saibanin.courts.go.jp/
●松山地家裁ウェブサイトもぜひご覧ください。 http://www.courts.go.jp/matsuyama/裁判員制度キャッチフレーズ
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